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平成24年度 市民参加手続き事後評価事業一覧 

 

整理 
番号 

事業等名 部課等名 評価結果 

1 総合計画（推進計画）の進行管理 企画財政部政策調整課 適切である 

2 学校跡施設利活用に係る公募提案の審査 企画財政部政策調整課 適切である 

3 平成25年度当初予算の作成 企画財政部財政課 適切である 

4 北広島市都市計画マスタープランの改訂 企画財政部都市計画課 適切である 

5 用途地域（広葉小学校、緑陽小学校跡地）の変更 企画財政部都市計画課 適切である 

6 第２期北広島市特定健診等実施計画策定 保健福祉部国保医療課 適切である 

7 水道事業の設置等に関する条例の一部改正 水道部業務課 適切である 

8 
北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改

正 
市民環境部環境課 適切である 

9 
北広島市指定地域密着型サービスの事業に関する基準

を定める条例の制定 
保健福祉部高齢者支援課 適切である 

10 
北広島市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関

する基準を定める条例の制定 
保健福祉部高齢者支援課 適切である 

11 （仮称）市道の構造の技術的基準に関する条例の制定 建設部都市整備課 適切である 

12 

（仮称）市道の道路管理者が設ける道路標識のうち、案

内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標

識の寸法の基準に関する条例の制定 

建設部都市整備課 適切である 

13 
（仮称）準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的

基準に関する条例の制定 
建設部都市整備課 適切である 

14 北広島市都市公園条例の一部改正 建設部都市整備課 適切である 

15 
(仮称)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

道路の構造の基準に関する条例の制定 
建設部都市整備課 適切である 



    

   - 4 - 

 

整理 
番号 

事業等名 部課等名 評価結果 

16 
(仮称)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

公園の構造の基準に関する条例の制定 
建設部都市整備課 適切である 

17 市営住宅条例の一部改正 建設部建築課 適切である 

18 

北広島市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

の制定 

水道部 適切である 

19 北広島市下水道条例の改正 水道部下水道課 適切である 

20 緑の基本計画の改訂 企画財政部都市計画課 適切である 

21 北広島市雪対策基本計画 建設部土木事務所 適切である 

22 （仮称）観光基本計画の策定 経済部商業労働課 適切である 

23 
北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例の一

部改正 
保健福祉部福祉課 適切である 

24 
公園占用料等の見直しに伴う都市公園条例の一部改正

について 
建設部都市整備課 適切である 

25 北広島市森林整備計画の改訂について 経済部農政課 適切である 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理

番号 1 事業等名 総合計画（推進計画）の進行管理 部課等名 企画財政部政策調整課 

事業開始年度 H23 事業終了年度 H32 
対象事業等の

区分 
第5条（１）市の基本構想、基本計画その他市の基
本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 
１ 事業等概要 

総合計画（推進計画）の進行管理を行うものです。（2013推進計画の策定） 

※推進計画は基本計画に示された施策を効果的に実施するための具体的事業や活動を示した 3 年間の短期

計画であり、その進行管理は、政策評価の結果を活用した事業の点検を行ない毎年度の進捗状況を把握し、

ローリング方式による見直しを行いながら１年ごとに更新していくもの。 

 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

 
３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 北広島市総合計画推進委員会 会議等の

名称 北広島市総合計画推進委員会 

開催時期 平成24年6月～平成25年3月 開催時期 平成24年6月～平成25年3月 
開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 平日 開催時間帯 日中及び夜間 
回数 7回予定 回数 4回 

委員の募

集時期 平成24年4月 
募集時期 平成24年4月 
公募枠 1人 応募者数 2人 結果 1人 

委員の選

出方法 
公募市民については小論文と面接により選考した。 
学識経験者は経験等を考慮し選考した。 

委員の選

出方法 
公募市民については小論文と面接により選考した。 
学識経験者は経験等を考慮し選考した。 

委員人数      5人 委員人数 5人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 
公募市民 1人  団体代表者  人 
学識経験者 4人 

委員構成

内訳 
公募市民 1人  団体代表  人 
学識経験者 4人  その他  人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 第2回のみ1人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬300,000円   交通費51,000円 費用内訳 委員報酬120,000円   交通費21,756円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成24年12月 
意見提出

期間 
実施しなかった。 
（市長選挙のため、平成25年度に実施） 

日数   30日間 日数   日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 □広報 □HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 □無 時期  
  

想定件数 10件 提出結果   件   人 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、新規・拡大、継続事業等に区分
して具体的にどのような事業に力を入れているのかな
どわかりやすい内容とする。 

意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成25年3月 結果の公

表 □有 □無 時期  

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
総合計画推進委員会では、第 5 次総合計画の進行管理及び評価に関する調査・審議等を行い、重点プロジェ
クトに係る提言等が出され、今後の推進計画策定等に向けた検討等の材料を得ることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
重点プロジェクトに係る施策・事業についての意見交換を行い、提言書を市長あてに提出した。 
提言書は全庁に周知し、今後の推進計画策定等の中で検討材料として扱うこととなっている。 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
平成 25年 7月に市長選挙が予定され、骨格予算編成となることから、推進計画に係るパブリックコメントは
市長選挙の後に実施することとなり、未実施となった。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

パブリックコメントについては予定通りとはならなかったものの、平成 25年に実施する予定で具体的な計
画があり、未実施になった理由もやむを得ないものと認められる。 
○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
 

 

 



    

   - 7 - 

 

平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 2 事業等名 学校跡施設利活用に係る公募提案の審査 部課等名 企画財政部政策調整課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 
対象事業等の

区分 

(第5条（13）その他市の機関が市民参加の

必要があると認めるもの 

 
１ 事業等概要 

 学校統合により廃止となる校舎等（緑陽小学校跡施設）に係る公募提案型貸付について、当該提案を審査す

るもの。 

 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、地域住民代表） 

□市民説明会等 

 
□パブリックコメント 

 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

 
３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市学校跡施設利活用に係る公募提案審査委員会 会議等の

名称 
北広島市学校跡施設利活用に係る公募提案審査委員会 

開催時期 平成24年5月～平成24年10月（予定） 開催時期 平成24年5月～平成24年9月 

開催日 平日 開催時間帯 日中又は夜間 開催日 平日 開催時間帯 日中及び夜間 

回数 9回予定 回数 8回 

委員の募

集時期 
平成24年４月頃 

募集時期 平成24年４月 

公募枠 0人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
学識経験者については経験・専門等を考慮し選考した。地域代表者

については地域における役割・貢献度等を考慮して選考した。 

委員の選

出方法 

学識経験者については経験・専門等を考慮し選考した。地域代表者

については地域における役割・貢献度等を考慮して選考した。 

委員人数      5人 委員人数 5人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 
公募市民  人  団体代表者  2人 

学識経験者  3人 
委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表  2人 

学識経験者  3人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 （一部非公開） 

会議開催

状況 

☑公開 □非公開 

（一部非公開） 
傍聴人数   延43人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬270,000円 交通費36,000円 費用内訳 委員報酬240,000円 交通費17,760円 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
緑陽小学校跡施設利活用事業者を選定するに当たり、公募提案審査委員会を開催し、委員のうち２名を地域代
表から委嘱することによって、地域住民の意向について十分に配慮しながら事業者の選定を行った。 
 
☑審議会等 
学識経験者としての委員の専門性を活かした闊達な議論を行うとともに、委員のうち２名を地域代表から委嘱
することによって地域住民の意向についても十分に配慮しながら事業者の選定を行った。 
□市民説明会等 
 
□パブリックコメント 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 3 事業等名 平成 25年度当初予算の作成 部課等名 企画財政部財政課 

事業開始年度 Ｈ24 事業終了年度 Ｈ24 対象事業等の

区分 第 5条(12)当初予算の作成 

 
１ 事業等概要 

平成 25年度の当初予算作成にあたり、各担当部局からの予算要求段階における新規事業（新たに取り組もう
とする事業など）について実施するもの。 
 
 
 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント   

市民に広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

 
３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 24年 12月 15日から平成 25年 1月 8
日 

意見提出

期間 
平成 24年 12月 15日から平成 25年 1月 7
日 

日数   25 日間 日数   24日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数   18 件 提出結果   8 件  3 人 

実施にあ

たり工夫

すること 

通常、意見募集期間は 30日間以上とするこ
とになっているが、市民の意見を予算編成に
反映させるため、短縮して実施する。 

意見の取

り扱い 
意見による案の修正はなかったが、今後の予
算作成や各事務事業の実施の参考とする。 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 2月 15日 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 3月 6日 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 平成25年度当初予算の作成にあたり実施したパブリックコメントについては、事務の参考とし、今後更に
市民に分かりやすいものになるよう努める。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 8件の意見が提出され、予算内容を修正するには至らなかったものの、今後の事務の参考としたい。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理

番号 4 事業等名 北広島市都市計画マスタープランの改訂 部課等名 企画財政部都市計画課 

事業開始年度 Ｈ23 事業終了年度 Ｈ24 対象事業等の

区分 
第5条（１）市の基本構想、基本計画その他市の
基本的な事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業等概要 

平成３２年を目標年次とする北広島市都市計画マスタープラン（平成１６年策定）の中間年次及び、２つの上位計

画（北広島市総合計画（第５次）平成２３年３月策定、札幌圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（平成２２年４月 北海道策定）により、改訂を行うもの。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：関係行政機関、学識経験者、市議会議員） 

□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民）  
□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 北広島市都市計画審議会及び専門委員会 
会議等の名

称 
北広島市都市計画審議会及び 
都市計画マスタープラン見直し専門委員会 

開催時期 平成２３年９月～平成２４年８月 開催時期 平成２３年９月～平成２４年８月 
開催日 平日 開催時間帯 昼間（専門委員会は一部夜間） 開催日 平日 開催時間帯 昼間（専門委員会は一部夜間） 
回数 審議会５回 専門委員会５回 回数 審議会５回 専門委員会５回 

委員の募

集時期 
行っていない 

募集時期 行っていない 
公募枠 0人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 

男女比、年齢構成、専門知識、委員の在期年数及

び他の審議会等の委員との兼職状況等を考慮して

選考する。 

委員の選出

方法 

男女比、年齢構成、専門知識、委員の在期年数及

び他の審議会等の委員との兼職状況等を考慮し

て選考する。 
委員人数     審議会１０人  専門委員会４人 委員人数 審議会１０人専門委員会４人 出席率 審議会 76％専門委員会 100％ 

委員構成

内訳 
審議会（関係行政機関２人、市議会議員２人、学識経験

者６人） 専門委員会（学識経験者４人） 
委員構成内

訳 
審議会（関係行政機関２人、市議会議員２人、学識経験

者６人） 専門委員会（学識経験者４人） 
会議開催

予定 ☑公開（審議会）  ☑非公開（専門委員会） 
会議開催状

況 

☑公開（審議会）   

☑非公開（専門委員会） 
傍聴人数   ２人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 審議会240,000円 専門委員会120,000円 
交通費  審議会22,000円  専門委員会5,000円 費用内訳 

委員報酬 審議会186,000円 専門委員会120,000円 
交通費  審議会14,381円  専門委員会3,090円     
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 
平成２４年１１月１０日 意見提出

期間 
平成２４年１１月１０日 

日数   ３０日間 日数  ３０日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 □☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資

料コーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数  ５ 件    提出結果   １１件  ４人 

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
●案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月頃 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月２

３日 
 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
北広島市都市計画マスタープラン（改訂版）策定にあたり、審議会、パブリックコメントを実施し、審議会で
の意見を取り入れ、その趣旨が計画に反映された。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
都市計画部門の専門家で構成する、専門委員会を設置して原案を作成し、審議会で十分な議論・審議を行い策
定した。 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
４人から１１件の意見が提出されたが、参考とし計画には反映しなかった。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

 パブリックコメントは5件の意見提出を想定していたところ、4人から 11件の意見提出があった。意見は
参考とし計画には反映されなかったものの、目的としていた「市民へ広く周知し、意見を求める」は達成出来て

いると評価する。 
○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理

番号 5 事業等名 用途地域（広葉小学校、緑陽小学校跡地）
の変更 部課等名 企画財政部都市計画課 

事業開始年度 Ｈ24 事業終了年度 Ｈ25 対象事業等の

区分 
第5条（１３）その他市の機関が市民参加の必要
があると認めるもの 

 

１ 事業等概要 

平成24年度より統合となった広葉小学校・緑陽小学校の跡施設利用計画に伴い、適切な用途地域への変更を行うも
の。 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：関係行政機関、学識経験者、市議会議員） 

□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民）  
□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 北広島市都市計画審議会 会議等の名

称 北広島市都市計画審議会 

開催時期 平成２４年１１月～平成２５年１月 開催時期 平成２４年１１月～平成２５年２月 
開催日 平日 開催時間帯 昼間 開催日 平日 開催時間帯 昼間 
回数 審議会２回  回数 審議会２回 

委員の募

集時期 現審議会委員にて対応 
募集時期 行っていない 
公募枠 0人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 

男女比、年齢構成、専門知識、委員の在期
年数及び他の審議会等の委員との兼職状況
等を考慮して選考する。 

委員の選出

方法 
男女比、年齢構成、専門知識、委員の在期
年数及び他の審議会等の委員との兼職状
況等を考慮して選考する。 

委員人数     審議会１０人   委員人数 １０人 出席率 ８５％ 
委員構成

内訳 
審議会（関係行政機関２人、市議会議員２
人、学識経験者６人）  

委員構成内

訳 
関係行政機関２人、市議会議員２人、学識
経験者６人 

会議開催

予定 ☑公開（審議会）  ☐非公開（専門委員会） 
会議開催状

況 ☑公開 □非公開 傍聴人数   ０人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 
委員報酬 審議会96,000円  
交通費  審議会10,500円   

費用内訳 
委員報酬 84,000円 
交通費 10,152円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成２４年１１月１０日 意見提出

期間 平成２４年１１月１０日 

日数   ３０日間 日数 ３０日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数  ５ 件    提出結果  ２件  １人 
実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
●案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２４年１１月頃 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年1月
２３日 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
学校跡施設利用計画に伴う用途地域の変更にあたり、審議会、パブリックコメントを実施し適切な用途地域に
変更を行った。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
審議会で十分な議論・審議を行い変更した。 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
１人から２件の意見が提出されたが、市の考えを説明し参考とした。 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理

番号 6 事業等名 第２期北広島市特定健診等実施計画策定 部課等名 保健福祉部国保医療課 

事業開始年度 Ｈ24 事業終了年度 Ｈ24 対象事業等の

区分 
第５条（１）市の基本構想、基本計画その他市

の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 

 
１ 事業等概要 

第１期北広島市特定健診等実施計画の計画期間満了に伴う改定であり、高齢者の医療の確保に関する法律に基づ

き計画を策定するものです。 

 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため、既存の国保運営協議会で審議します。 
（構成メンバー7名：国保被保険者代表（公募）2名,保険医代表 2名,公益代表 2名,被用者保険代表１名） 
□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 
☑アンケート調査 
特定健診対象者のニーズを把握するため（対象者：国保特定健診対象者） 
□その他（      ） 

 

 
３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 北広島市国民健康保険運営協議会 会議等の

名称 
北広島市国民健康保険運営協議会 
（任期：H23.8.1～H25.7.31） 

開催時期 平成２４年６月～平成２５年３月 開催時期 平成２４年６月～平成２５年２月 
開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 
回数 ４回 回数 ４ 回 

委員の募

集時期 
月頃 

募集時期  
公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
 委員の選

出方法 
 

委員人数      ７人 委員人数 7人 出席率 82％ 

委員構成

内訳 

公募市民 ２人（国保被保険者） 
団体代表者 ５人（保険医２、公益２、被用
者保険１） 

委員構成

内訳 
公募市民  2人  団体代表  2人 
学識経験者  2人  その他  1人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数    0 人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 
委員報酬 168,000円 
交通費 15,000円 

費用内訳 
委員報酬 138,000円 
交通費 7,479円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 平成２４年１２月頃 意見提出

期間 
平成 24 年 12 月 15 日～平成 25 年 1 月 16
日 

日数   ３０日間 日数  32 日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数   １０件    提出結果    0 件  0 人 
実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 

 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 29日
～ 

■アンケート調査 

予 定 結 果 
調査方法  調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 
実施時期  実施時期 平成 24年 9月 26日～10月 12日 
実施回数  実施回数  1回 
対象者  対象者 国保特定健診対象者(40～74歳) 
配布数  配布数 1,000名 
回収数  回収数    443件  （回収率 44.3％） 

予算内訳  費用内訳 委託料 549,918円（按分により算出） 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 北広島市国民健康保険第2期特定健康診査等実施計画の策定にあたり、国民健康保険運営協議会での協議、
アンケート調査、パブリックコメントを実施し、国保被保険者等の意見を十分に取り入れ、その趣旨を計画に
反映した。 
 
 【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
専門的な内容について十分議論し、意見を聞きながら計画を作成した。  
☑パブリックコメント 
意見の提出はなかったが、実施計画案を通して、特定健診の目的等を改めて広報することができた。 
☑アンケート調査 
特定健診対象者の方のニーズ等を統計的に把握し計画に反映させた。（受診時自己負担の一部引き下げ） 
 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理

番号 
7 事業等名 

水道事業の設置等に関する条例の一部改
正 

部課等名 水道部 業務課 

事業開始年度 Ｈ24 事業終了年度 Ｈ24 
対象事業等の

区分 

条例 5-1-2  市政に関する基本的な方針
を定める条例の制定、改正又は廃止 

 

１ 事業等概要 

現在、本市の給水区域に江別市西野幌地区を含めているが、平成 25 年度に当該地区を江別市が給水区域として

編入することから、水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものである。 
  

 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

水道事業の経営に関する事項について調査審議する。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

□市民説明会等 

□パブリックコメント 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

開催時期 平成２４年８月～平成２４年１１月 開催時期  H２５年３月２５日 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 ２回 回数 １回 

委員の募

集時期 

募集済み（任期 平成２２年８月１日～平成

２５年７月３１日） 

募集時期 募集済み（任期 H22.8.1～H25.7.31） 

公募枠 ２人 応募者数 ２人 結果 ２人 

委員の選

出方法 

地域構成、男女比、年齢構成、委員の在職年

数等を考慮 

委員の選

出方法 
地域構成、男女比、年齢構成、委員の在職年

数等を考慮 

委員人数 １０人 委員人数 １０人 出席率 ８０％ 

委員構成

内訳 
公募市民 ２人 学識経験者 ８人 

委員構成

内訳 
公募市民 ２人 学識経験者 ８人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   ０人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 
委員報酬 240,000円 

交通費 20,000円 
費用内訳 

委員報酬 48,000円 

交通費 2,886円 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

本条例の一部改正を行うにあたり、審議会を実施した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

審議会において十分な議論が尽くされたが、特に異論もなく承認された。 
 

□市民説明会等 

 
□パブリックコメント 

 

□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 8 事業等名 北広島市廃棄物の処理及び清掃に関す
る条例の一部改正 部課等名 市民環境部環境課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第５条(2)市政に関する基本的な方針を定
める条例の制定、改正又は廃止 

 

１ 事業等概要 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成２３年

法律第１０５号)第１７１条の規定により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２１条第３項(技術管理者の資格

要件)が改正され、市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあっては、「環境省令で定める基

準を参酌して当該市町村の条例で定める資格」を資格要件とすることから、当該資格基準を規定するため、北広島

市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するものです。 

 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 市民及び事業者へ広く周知し、意見を求めるため。(対象:市民、事業者) 
□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成２４年１２月頃 意見提出

期間 
平成 24年 11月 1日～平成 24年 11月 30日 

日数   ３０日間 日数   ３０日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター□その他（   ） 周知方法 □広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数   5件    提出結果  ０ 件    

実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年１月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年１月 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 
 パブリックコメントを実施し、市民の意見を求め条例の一部改正を行った。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 9 事業等名 北広島市指定地域密着型サービスの事
業に関する基準を定める条例の制定 部課等名 保健福祉部高齢者支援課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第 5条 (2) 市政に関する基本的な方針を定める
条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

 地域密着型サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について条例を制定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：医師会、歯科医師会、介護サービス団体、学

識経験者、福祉関係団体等） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 
□アンケート調査 
 
☑その他（関係団体等との意見交換） 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から意見を求めるため。 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 北広島市地域密着型サービス等運営委員会 会議等の

名称 
北広島市地域密着型サービス等運営委員会 

開催時期 平成 24年 10月 18日（予定） 開催時期 平成 24年 10月 18日 
開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 
回数 2回程度 回数 1回 

委員の募

集時期 平成 24年 5月 
募集時期 平成 24年 4月 
公募枠 3人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

公募市民については、広報で募集したが、応
募者なし 
団体代表者については、団体における実績等
を考慮し推薦 

委員の選

出方法 
公募市民については、広報で募集したが、応
募者なし 
団体代表者については、団体における実績等

を考慮し推薦 
委員人数      8人 委員人数 8人 出席率 100％ 
委員構成

内訳 
公募市民  0人  団体代表者 7人 
学識経験者 1人 

委員構成

内訳 
公募市民  0人  団体代表  7人 
学識経験者  1人  その他  0人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   0人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓 口出先機関窓 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 42,000円 交通費 5,755円 費用内訳 委員報酬 42,000円 交通費5,755円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成 24年 11月 1日から 11月 30日まで 意見提出

期間 平成 24年 11月 1日～11月 30日 

日数  30日間 日数   30日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓 ☑出先機関等行政資料コー

ナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数  1～5 件    提出結果   0件  0 人 
実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 意見の提出はなし 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 10日～ 

■その他 

予定 結果 
関係団体

等との意

見交換 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事
業所から意見を求め、条例案作成の参考とす
る。 

関係団体

との意見

交換 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各
事業所から意見を求めたが、意見はなかっ
た。 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
地域密着型介護予防サービス等の人員、設備及び運営に関する基準についての条例の策定にあたり。審議会、

パブリックコメント、北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から意見収集を実施し、条例案を策定し
た。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
審議会で専門的な内容を議論を行い条例案を策定した。 
☑パブリックコメント 
意見が提出されなかった。 
☑その他（        ） 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から事業者としての意見を求めた。 
 
 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 10 事業等名 
北広島市指定地域密着型介護予防サ
ービスの事業に関する基準を定める
条例の制定 

部課等名 保健福祉部高齢者支援課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第 5条 (2) 市政に関する基本的な方針を定める
条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

 地域密着型介護予防サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について条例を制定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：医師会、歯科医師会、介護サービス団体、学

識経験者、福祉関係団体等） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 
□アンケート調査 
 
☑その他（関係団体等との意見交換） 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から意見を求めるため。 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 北広島市地域密着型サービス等運営委員会 会議等の

名称 
北広島市地域密着型サービス等運営委員会 

開催時期 平成 24年 10月 18日（予定） 開催時期 平成 24年 10月 18日 
開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 
回数 2回程度 回数 1回 

委員の募

集時期 平成 24年 5月 
募集時期 平成 24年 4月 
公募枠 3人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

公募市民については、広報で募集したが、応
募者なし 
団体代表者については、団体における実績等
を考慮し推薦 

委員の選

出方法 
公募市民については、広報で募集したが、応
募者なし 
団体代表者については、団体における実績等
を考慮し推薦 

委員人数      8人 委員人数 8人 出席率 100％ 
委員構成

内訳 
公募市民  0人  団体代表者 7人 
学識経験者 1人 

委員構成

内訳 
公募市民  0人  団体代表  7人 
学識経験者  1人  その他  0人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   0人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

口広報 ☑HP 口担当課窓 口出先機関窓 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 42,000円 交通費 5,755円 費用内訳 委員報酬 42,000円 交通費5,755円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 11月 1日から 11月 30日まで 意見提出

期間 平成 24年 11月 1日～11月 30日 

日数  30日間 日数   30日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓 ☑出先機関等行政資料コー

ナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数  1～5 件    提出結果   0件   0人 
実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 

意見の提出なし 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 10日～ 

 

■その他 

予定 結果 

関係団体

等との意

見交換 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事
業所から意見を求め、条例案作成の参考とす
る。 

関係団体

との意見

交換 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各
事業所から意見を求めたが、意見はなかっ
た。 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
地域密着型介護予防サービス等の人員、設備及び運営に関する基準についての条例の策定にあたり。審議会、
パブリックコメント、北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から意見収集を実施し、条例案を策定し
た。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
審議会で専門的な内容を議論を行い条例案を策定した 
☑パブリックコメント 
意見が提出されなかったので原案どおり条例案となった。 
☑その他（        ） 

北広島市介護サービス連絡協議会及び各事業所から事業者としての意見を求めた。 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 11 事業等名 （仮称）市道の構造の技術的基準に関
する条例の制定 部課等名 都市整備課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 
対象事業等の

区分 
第 5条 (2) 市政に関する基本的な方針を定める
条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

平成23年5月2日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（平成23年法律第37号）が公布され、道路法（昭和27年法律第180号）の一部が改正され

ました。 

これに伴い、これまで法令などで全国一律に規定されていた都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準

について、各地方公共団体の条例で定めるものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：学識経験者、行政関係者、警察関係者） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、意見を求めるため 
□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され

た道路等の基準等に関する懇談会 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され

た道路等の基準等に関する懇談会 
開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 
開催日 平日 開催時間帯 午後 開催日 7/24、9/10、1/11 開催時間帯 午後 
回数 3回 回数 3回 

委員の募

集時期 6月頃 
募集時期 － 
公募枠 0人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

検討内容が専門的であり、市民公募による委

員選出が不適当と思われることから有識者

に依頼する 

委員の選

出方法 
検討内容が専門的であり、市民公募による委

員選出が不適当と思われることから有識者

に依頼した 
委員人数 5人 委員人数 5人 出席率 87％ 
委員構成

内訳 
学識経験者  3人 
行政関係者  1人  警察関係者  1人 

委員構成

内訳 
学識経験者  3人 
行政関係者  1人  警察関係者  1人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報償 75,000円  交通費 12,000円 費用内訳 委員報償 45,000円  交通費 18,558円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成 24年 11月 1日 意見提出

期間 平成 24年 11月 1日～平成24年11月30日 

日数 30日間 日数 30日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 1～5件 提出結果 1件   1人 
実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
●その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成25年1月 
結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成25年1月 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 専門家による意見により、北広島市としての独自性を盛り込んだ条例を制定することができた。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
地域主権一括法に係る専門的内容の条例を効率的に審議するため、懇談会を 1 つにまとめたことにより多

角的な視点から専門的意見を聞くことができた 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 

1件の意見が提出されたが、内容が本条例には合致しなかったため条例に反映させなかった 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理

番号 12 事業等名 

（仮称）市道の道路管理者が設ける道路

標識のうち、案内標識及び警戒標識並び

にこれらに附置される補助標識の寸法の

基準に関する条例の制定 

部課等名 都市整備課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 
対象事業等の

区分 
第 5条 (2) 市政に関する基本的な方針を定
める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

平成23年5月2日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（平成23 年法律第37号）が公布され、道路法（昭和27年法律第180号）の一部が改正さ

れました。 

これに伴い、これまで法令などで全国一律に規定されていた都道府県道及び市町村道の道路管理者が設け

る道路標識の様式等に関する事項のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法

及び文字の大きさに係る基準について、各地方公共団体の条例で定めることとなりました。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等  

 専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：学識経験者、行政関係者、警察関係者） 
□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、意見を求めるため 
□アンケート調査 
□その他（      ） 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され

た道路等の基準等に関する懇談会 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され

た道路等の基準等に関する懇談会 
開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 
開催日 平日 開催時間帯 午後 開催日 7/24、9/10、1/11 開催時間帯 午後 
回数 3回 回数 3回 

委員の募

集時期 6月頃 
募集時期 － 
公募枠 0人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

検討内容が専門的であり、市民公募による委

員選出が不適当と思われることから有識者

に依頼する 

委員の選

出方法 
検討内容が専門的であり、市民公募による委

員選出が不適当と思われることから有識者

に依頼した 
委員人数 5人 委員人数 5人 出席率 87％ 
委員構成

内訳 
学識経験者  3人 
行政関係者  1人  警察関係者  1人 

委員構成

内訳 
学識経験者  3人 
行政関係者  1人  警察関係者  1人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報償 75,000円  交通費 12,000円 費用内訳 委員報償 45,000円  交通費 18,558円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成 24年 11月 1日 意見提出

期間 平成 24年 11月 1日～平成24年11月30日 

日数 30日間 日数 30日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 5件 提出結果 0件 
実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
●その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成25年1月 
結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成25年1月 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 専門家による意見を参考にした条例を制定することができた。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
地域主権一括法に係る専門的内容の条例を効率的に審議するため、懇談会を 1 つにまとめたことにより多

角的な視点から専門的意見を聞くことができた 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
特になし 

□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 13 事業等名 （仮称）準用河川に係る河川管理施設等

の構造の技術的基準に関する条例の制定 部課等名 都市整備課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 
対象事業等の

区分 
第 5条 (2) 市政に関する基本的な方針を定める
条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

平成23年5月2日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（平成23年法律第37号）が公布され、河川法（昭和39年法律第167号）の一部が改正され

ました。 

これに伴い、これまで法令などで全国一律に規定されていた準用河川の構造基準について、各地方公共団

体の条例で定めるものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：学識経験者、行政関係者、警察関係者） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、意見を求めるため 
□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され

た道路等の基準等に関する懇談会 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され
た道路等の基準等に関する懇談会 

開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 
開催日 平日 開催時間帯  開催日 7/24、9/10、1/11 開催時間帯 午後 

回数 3回 回数 3回 

委員の募

集時期 6月頃 
募集時期 － 
公募枠 0人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

検討内容が専門的であり、市民公募による委

員選出が不適当と思われることから有識者

に依頼する 

委員の選

出方法 
検討内容が専門的であり、市民公募による委
員選出が不適当と思われることから有識者
に依頼する 

委員人数 5人 委員人数 5人 出席率 87％ 
委員構成

内訳 
学識経験者  3人 
行政関係者  1人  警察関係者  1人 

委員構成

内訳 
学識経験者  3人 
行政関係者  1人  警察関係者  1人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報償 75,000円  交通費 12,000円 費用内訳 委員報償 45,000円  交通費 18,558円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成 24年 11月 1日 意見提出

期間 平成24年11月1日～平成24年11月30日 

日数 30日間 日数               30日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 1～5件 提出結果   0件 
実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
●その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成25年1月 
結果の公

表 □有 □無 時期  

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
専門家による意見により、北広島市としての独自性を盛り込んだ条例を制定することができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
地域主権一括法に係る専門的内容の条例を効率的に審議するため、懇談会を 1 つにまとめたことにより多

角的な視点から専門的意見を聞くことができた 
□市民説明会等 
 

☑パブリックコメント 
特になし 

 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 14 事業等名 北広島市都市公園条例の一部改正 部課等名 建設部都市整備課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第５条(２)市政に関する基本的な方針を定める
条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

平成２３年８月３０日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」が公布され、都市公園法の一部が改正されました。 
これに伴い、これまで法令などで全国一律に規定されていた基準について、各地方公共団体の条例で定める

こととなりました。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：学識経験者、行政関係者、警察関係者） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民に広く周知し、意見を求めるため 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され
た道路等の基準等に関する懇談会 

会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され
た道路等の基準等に関する懇談会 

開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 
開催日 平日 開催時間帯 午後 開催日 7/24、9/10、1/11 開催時間帯 午後 
回数 ３回 回数 ３回 

委員の募

集時期 ６月頃 
募集時期  
公募枠 0人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

検討内容が専門的であり、市民公募による委
員選出が不適当と思われることから有識者
に依頼する 

委員の選

出方法 
検討内容が専門的であり、市民公募による委
員選出が不適当と思われることから有識者
に依頼する 

委員人数      ５人 委員人数 ５人 出席率 87％ 
委員構成

内訳 
学識経験者 ３人 
行政関係者 １人  警察関係者 １人 

委員構成

内訳 
学識経験者 ３人 
行政関係者 １人  警察関係者 １人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   1 人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報償 75,000円  交通費 12,000円 費用内訳 委員報償 45,000円  交通費 18,558円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 平成２４年１１月１日 
意見提出

期間 
平成２４年１１月１日～平成 24 年 11 月 30

日 
日数 ３０日間 日数 ３０日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 １０件    提出結果  ０件 
実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
●その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
専門家による意見を参考にした条例を制定することができた。 

 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
地域主権一括法に係る専門的内容の条例を効率的に審議するため、懇談会を 1 つにまとめたことにより多

角的な視点から専門的意見を聞くことができた。 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 特になし。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 15 事業等名 
 (仮称)高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に係る道路の構造の基準に
関する条例の制定 

部課等名 建設部都市整備課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第５条(２)市政に関する基本的な方針を定める
条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

平成２３年８月３０日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」が公布され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されました。 
これに伴い、これまで法令などで全国一律に規定されていた基準について、各地方公共団体の条例で定める

こととなりました。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：学識経験者、行政関係者、警察関係者） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民に広く周知し、意見を求めるため 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され
た道路等の基準等に関する懇談会 

会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され
た道路等の基準等に関する懇談会 

開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 
開催日 平日 開催時間帯 午後 開催日 7/24、9/10、1/11 開催時間帯 午後 
回数 ３回 回数 ３回 

委員の募

集時期 ６月頃 
募集時期 － 
公募枠 0人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

検討内容が専門的であり、市民公募による委
員選出が不適当と思われることから有識者
に依頼する 

委員の選

出方法 
検討内容が専門的であり、市民公募による委
員選出が不適当と思われることから有識者
に依頼する 

委員人数      ５人 委員人数 ５人 出席率 ８７％ 
委員構成

内訳 
学識経験者  ３人 
行政関係者  １人  警察関係者 １人 

委員構成

内訳 
学識経験者  ３人 
行政関係者  １人  警察関係者 １人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数  1 人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報償 75,000円  交通費 12,000円 費用内訳 委員報償 45,000円  交通費 18,558円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 平成２４年１１月１日 
意見提出

期間 
平成２４年１１月１日～平成２４年１１月

３０日 
日数 ３０日間 日数 ３０日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 １０件    提出結果  ０件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
●その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月 結果の公

表 ☑有 □無 時期  

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
専門家による意見を参考にした条例を制定することができた。 

 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
地域主権一括法に係る専門的内容の条例を効率的に審議するため、懇談会を 1 つにまとめたことにより多

角的な視点から専門的意見を聞くことができた。 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 特になし。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 16 事業等名 
 (仮称)高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に係る公園の構造の基準に
関する条例の制定 

部課等名 建設部都市整備課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第５条(２)市政に関する基本的な方針を定める
条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

平成２３年８月３０日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」が公布され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されました。 
これに伴い、これまで法令などで全国一律に規定されていた基準について、各地方公共団体の条例で定める

こととなりました。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため（構成メンバー：学識経験者、行政関係者、警察関係者） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民に広く周知し、意見を求めるため 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され
た道路等の基準等に関する懇談会 

会議等の

名称 
北広島市法令の規定により条例に委任され
た道路等の基準等に関する懇談会 

開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 開催時期 平成24年7月1日～平成25年3月31日 
開催日 平日 開催時間帯 午後 開催日 7/24、9/10、1/11 開催時間帯 午後 
回数 ３回 回数 ３回 

委員の募

集時期 ６月頃 
募集時期 － 
公募枠 0人 応募者数 0人 結果 0人 

委員の選

出方法 

検討内容が専門的であり、市民公募による委
員選出が不適当と思われることから有識者
に依頼する 

委員の選

出方法 
検討内容が専門的であり、市民公募による委
員選出が不適当と思われることから有識者
に依頼する 

委員人数      ５人 委員人数 ５人 出席率 ８７％ 
委員構成

内訳 
学識経験者 ３人 
行政経験者 １人  警察関係者 １人 

委員構成

内訳 
学識経験者 ３人 
行政経験者 １人  警察関係者 １人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数  1 人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報償 75,000円  交通費 12,000円 費用内訳 委員報償 45,000円  交通費 18,558円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 平成２４年１１月１日 
意見提出

期間 
平成２４年１１月１日～平成２４年１１月

３０日 
日数 ３０日間 日数 ３０日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 １０件    提出結果  ０件   人 
実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
●その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年１月 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
専門家による意見を参考にした条例を制定することができた。 

 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
地域主権一括法に係る専門的内容の条例を効率的に審議するため、懇談会を 1 つにまとめたことにより多

角的な視点から専門的意見を聞くことができた。 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 特になし。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 17 事業等名 市営住宅条例の一部改正 部課等名 建設部建築課 

事業開始年度 ２５ 事業終了年度  対象事業等の

区分 
第 5条 (2) 市政に関する基本的な方針を定
める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

地域主権一括法により、公営住宅法改正がされ、市営住宅入居収入基準及び市営住宅・共同施設の構造基準を

条例で決定する必要がある。 
 
 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 市営住宅運営委員会に報告 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 市営住宅運営委員会 会議等の

名称 市営住宅運営委員会 

開催時期 不定期 開催時期 １０月２２日 
開催日 未定 開催時間帯  開催日 １日間 開催時間帯 午前中 
回数 回 回数 １ 回 

委員の募

集時期 選考済み 
募集時期  
公募枠 0人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
 委員の選

出方法 
 

委員人数   ５  人 委員人数 ５人 出席率 80％ 
委員構成

内訳 
公募市民  人  団体代表者  人 
学識経験者 ５人 

委員構成

内訳 
公募市民  人  団体代表  人 
学識経験者 ５人  その他  人 

会議開催

予定 □公開  ☑非公開 
会議開催

状況 □公開  ☑非公開 傍聴人数     人 

開催日等 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター ☑その他（非公開のため周知なし ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 30,000円  交通費 3,000円 費用内訳 委員報酬 24,000円  交通費 1,700円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期  平成 24年 11月 1日 意見提出

期間 平成 24年 11月 1日～平成 24年 11月 30日 

日数  30 日間 日数  30 日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数   1～5件    提出結果  0件 0 人 
実施にあ

たり工夫

すること 
特になし 意見の取

り扱い 特になし 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 １月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 1月 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
実施時期・方法等は適切であった。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理

番号 
18 事業等名 

北広島市水道事業の布設工事監督者の
配置基準及び資格基準並びに水道技術
管理者の資格基準に関する条例の制定 

部課等名 水道部  

事業開始年度 Ｈ24 事業終了年度 Ｈ24 
対象事業等の

区分 

条例 5-1-2  市政に関する基本的な方針
を定める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法
律第 105 号）の施行に伴い水道法（昭和 32 年法律第 177 号）が一部改正され、これまで法令で規定されていた下
記事項について条例で定めることとされた。 
水道法の一部改正に伴い条例で定める事項  
（１）水道の布設工事監督者を配置する対象工事  
（２）水道の布設工事監督者の資格基準  
（３）水道技術管理者の資格基準  

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

水道事業の経営に関する事項について調査審議する。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

会議等の

名称 
北広島市水道事業経営審議会 

開催時期 平成２４年８月～平成２４年１１月 開催時期 H２４.８.３０  H２４.１２.２０ 

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 平日 開催時間帯 夜間 

回数 ２回 回数 ２回 

委員の募

集時期 

募集済み（任期 平成２２年８月１日～平成

２５年７月３１日） 

募集時期  募集済み（任期 H22.8.1～H25.7.31） 

公募枠 ２人 応募者数 ２人 結果 ２人 

委員の選

出方法 

地域構成、男女比、年齢構成、委員の在職年

数等を考慮 

委員の選

出方法 
地域構成、男女比、年齢構成、委員の在職年

数等を考慮 

委員人数 １０人 委員人数 １０人 出席率 ８０％ 

委員構成

内訳 
公募市民 ２人 学識経験者 ８人 

委員構成

内訳 
公募市民 ２人 学識経験者 ８人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   ０人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 240,000円 交通費 20,000円 費用内訳 委員報酬 96,000円  交通費4,773円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 24年 11月 1日 意見提出

期間 
平成 24年 11月 1日～平成24年11月30日 

日数 ３０日間 日数  ３０日間 

周知方法 
□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 1～5件    提出結果   ０件   ０人 

実施にあ

たり工夫

すること 

地域主権一括法にかかる条例改正のため、行

政推進課において一括でパブコメを実施す

る。 

意見の取

り扱い 
－ 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 １２月上旬 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 １２月上旬 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

本条例を制定するにあたり、市民の意見を取り入れるべく、審議会、パブリックコメントを実施した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 

☑審議会等 

 審議会において十分な議論が尽くされたが、特に異論もなく、結果的に答申書の提出をもって原案が承認
された。 
 

□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 意見提出なし 
□アンケート調査 

 

□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理

番号 19 事業等名 北広島市下水道条例の改正 部課等名 水道部下水道課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第 5条 (2) 市政に関する基本的な方針を定
める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業等概要 

地域主権第２次一括法に係る条例改正であり、以下の内容について追加改正する。 

1.排水施設及び処理場施設の構造の基準 
2.終末処理場の維持管理の基準 
3.都市下水路の構造の基準 
4.都市下水路の維持管理の基準 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、団体関係、地域関係、公募によ

る市民） 
□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 
□アンケート調査 
□その他（      ） 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
北広島市下水道審議会 会議等の

名称 
北広島市下水道審議会 

開催時期 平成２４年８月～平成２５年 1月 開催時期 平成２４年８月～平成２４年 1２月 
開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 平日 開催時間帯 日中 
回数 3 回 回数 ２回 

委員の募

集時期 現審議会委員にて対応 
募集時期  
公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
         ― 委員の選

出方法 
 

委員人数     10 人 委員人数 １０人 出席率 ８５％ 
委員構成

内訳 
学識経験者  3人団体代表者 2人 
地域代表者 4人  公募市民  1人   

委員構成

内訳 
公募市民 １人  団体代表 ２人 
学識経験者 ３人  地域代表者 ４人 

会議開催

予定 
☑公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数   ０人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 420,000円 交通費 31,000円 費用内訳 委員報酬 102,000円 交通費 8,102円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成 24年 11月 1日 意見提出

期間 
平成 24年 11月 1日～30日 

日数   30 日間 日数   30日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期 ― 説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数  1～5 件    提出結果   ０件   ０人 
実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 条例改正は、技術的専門性や特定分野（下水道管理者）に関係する内容であり、国が示した参酌すべき基準
を条例案としたことから 
 審議会や市民から、内容にかかわる意見は出なかった。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
 専門的内容について、写真と図を使った用語等の解説資料等を作成して説明し、十分な議論をしたうえで審
議会から妥当である旨の 
 答申書をいただいた。 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見は出なかった。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 20 事業等名 緑の基本計画の改訂 部課等名 企画財政部都市計画課 

事業開始年度 H23 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 
第 5条(1) 市の基本構想、基本計画その他市の

基本的な事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業等概要 

 平成32年を目標年次とする緑の基本計画(平成 16年策定)の中間年次において改訂を行うものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

■審議会等 

 専門的な内容について、調査審議をする必要があるため。(構成メンバー : :学識経験者、専門技術者、団体
代表、公募による市民) 
□市民説明会等 

 

■パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。(対象 : 市民) 
□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 北広島市緑のまちづくり審議会  会議等の

名称 北広島市緑のまちづくり審議会 

開催時期 平成 23年 8月～平成 24年 3月 開催時期 平成 23年 8月～平成 24年 3月 
開催日 平日 開催時間帯 昼間 開催日 平日 開催時間帯 昼間 
回数 5回 回数 5回 

委員の募

集時期 平成 22年 3月 
募集時期 平成 22年 3月 
公募枠 2人 応募者数 3人 結果 2人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、
地域構成、委員の在職年数及び他の審議会等
の委員との兼職状況等を考慮して選考する。
団体代表者については、団体における実績を
考慮して選考する。 

委員の選

出方法 
公募市民については、男女比、年齢構成、
地域構成、委員の在職年数及び他の審議会等
の委員との兼職状況等を考慮して選考する。
団体代表者については、団体における実績を
考慮して選考した。 

委員人数      10人 委員人数 10人 出席率 84％ 
委員構成

内訳 
公募市民  2人  団体代表者  5人 
学識経験者  3人   

委員構成

内訳 
公募市民  2人  団体代表  5人 
学識経験者  3人  その他  人 

会議開催

予定 
■公開  □非公開 会議開催

状況 
■公開 □非公開 傍聴人数     人 

開催日等 
周知方法 

□広報 ■HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ■HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 264,000円 交通費 19,000円 費用内訳 委員報酬 246,000円 交通費 16,610円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 平成 24年 4月 15日～5月 15日 意見提出

期間 平成 24年 4月 15日～5月 15日 

日数   31日間 日数   31日間 

周知方法 ■広報 ■間HP ■担当課窓口 ■出先機関等行政資料
コーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ■広報 ■HP ■担当課窓口 ■出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 
場所 

□有 ■無 時期  説明会 
場所 

□有 ■無 時期  

  

想定件数   5件    提出結果   0件   0人 
実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 意見の提出はなかった。 

結果の公

表 ■有 □無 時期 平成 24年 7月 結果の公

表 ■有 □無 時期 平成 24年 7月 

 
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 北広島市緑の基本計の改訂にあたり、審議会、パブリックコメントを実施し、審議会で出された意見を十分
取り入れ、その趣旨が計画に反映された。(パブリックコメントの意見の提出はなかった。) 
  
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
■審議会等 
 計画の一部改訂に向けた審議が図られた。 
□市民説明会等 
 
■パブリックコメント 
 意見の提出はなかった。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 21 事業等名 北広島市雪対策基本計画 部課等名 建設部土木事務所 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H33 対象事業等の

区分 
第 5条(1)市の基本構想、基本計画その他の基本的な事

項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業等概要 

冬期間の快適な生活環境の形成に向け、市民・事業者・行政の協働による総合的な雪対策の指針として「北広

島市雪対策基本計画」を策定するもの 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

北広島市の総合的な雪対策を行うために策定する北広島市雪対策基本計画に関して、専門的意見、各関係団体

等からの詳細な意見を基に検討する必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募市民、社会福祉協議

会、交通事業者、警察関係、除雪事業者） 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 
☑アンケート調査 
市民の意識、要望等を把握するため。（対象：自治会長及び無作為抽出の市民） 
□その他（      ） 

 

３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
会議等の

名称 
 会議等の

名称 
北広島市雪対策基本計画策定検討委員会 

開催時期  開催時期 平成２３年６月～平成２３年１２月 
開催日  開催時間帯  開催日 平日 開催時間帯 夜間 
回数 回 回数 ６回 

委員の募

集時期 
月頃 

募集時期 ４月 
公募枠 ３人 応募者数 ５人 結果 ３人 

委員の選

出方法 

 委員の選

出方法 
学識経験者、各種団体の代表者及び公募から

選出。公募については、居住地域、男女比等

考慮し小論文等により選考。 
委員人数      人 委員人数 10人 出席率 90％ 
委員構成

内訳 
公募市民  人  団体代表者  人 
学識経験者  人 

委員構成

内訳 
公募市民  3人  団体代表  5人 
学識経験者  2人  その他  人 

会議開催

予定 
□公開  □非公開 会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数    24人 

開催日等 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

開催日等 
周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 300,000円 交通費 65,000円 費用内訳 委員報酬 192,000円 交通費 65,600円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成 24年 7月 1日～平成 24年７月 31日 意見提出

期間 平成 24年 7月 1日～平成 24年７月 31日 

日数   31日間 日数   31日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数   5件    提出結果 ０件 
実施にあ

たり工夫

すること 

パブリックコメント実施に当たり、広報に特

集版として掲載した。 
意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
○案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 9月上旬 結果の公

表 ☑有 □無 時期 Ｈ24.8.8～ 

■アンケート調査 

予 定 結 果 
調査方法  調査方法 調査票郵送、郵送・持参回収 
実施時期   月 実施時期 平成 22年 9月 
実施回数   回 実施回数 1回 
対象者  対象者 無作為に抽出した市民、自治会長 
配布数  配布数 1,147 
回収数      （回収率  ％） 回収数 659   （回収率 57.5％） 

予算内訳  費用内訳  
５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
様々な手法により、広範囲な意見の集約、専門的な深い検討ができ、当初の目的を達成できるものと考えます。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
活発な議論のもと計画案の基となる提言書が作成された。 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
意見の提出は 0件 
☑アンケート調査 
回収率は若干少ないものの、検討する上で必要なデータ及び意見が得られた。  
□その他（        ） 
 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○参加しやすい工夫 

 広報の特集記事の中でパブリックコメントの受付先を提示するほか、パブリックコメント用のメールアドレ

スを設けるなど、意見の提出こそ無かったものの、市民が参加しやすい工夫として評価できる。 
 今後は市民の関心が高く、多数の意見が想定される場合、この手法を奨励したい。 
 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書（案） 

 
整理
番号 22 事業名 （仮称）観光基本計画の策定 部課名 経済部商業労働課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H25 対象事業等の

区分 
(1) 市の基本構想、基本計画その他市の基本的

な事項を定める計画の策定又は変更 

 
１ 事業概要 

 北広島市総合計画（第５次）「にぎわい・魅力づくりプロジェクト」に基づき、「地域資源の活用」や「まち

の魅力の発信」などの観光施策によって「観光まちづくり」を推進するために策定するもの。 
 
 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 
□アンケート調査 
 
☑その他（      ） 

観光施策などの議論については関係団体･事業者によって行う必要があるため。（計画策定戦略検討委員会の構

成メンバー：ベンチャー系企業プロモーション・メディア・商工業・観光・生産者・流通・宿泊施設関係者で

構成。） 

 
３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 
 意見提出

期間 平成 25年 3月 15日～平成 25年 4月 15日 

日数   日間 日数  32日間 

周知方法 □広報 □HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ
ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 □無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 
  件    

提出結果 
 ４件   1人（ほか２名の共同による提
案） 

実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 

意見が提出されたが、趣旨は具体の事業内容
となっていたことから、計画には取り入れて
いない。 

結果の公

表 □有 □無 時期  結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 5月 16日
～ 
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■その他 

予定 結果 
 

会議等

の名称 

計画策定戦略委員会 
※運営等は平成 24年度きたひろしまシティセ
ールス事業委託の受託者（電通北海道）によっ
て実施。 

期間 平成 24年 12月～平成 25年 2月 
開催日 平日 
回数 ２回 

委員の

選出方

法 

受託者と市の協議によって選出。委員は、ベン
チャー系企業プロモーション・メディア・商工
業・観光・生産者・流通・宿泊施設関係者で構
成。 

委員数 ８名 出席率 ６８．８％ 

委員構

成内訳 

公募市民 ０人 団体代表 ３人（観光協会、
商工会、JA） 
学識経験者 ０人 その他 ５人（メディア・
観光施設等） 

会議開

催状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数    ０人 

開催日

等周知

方法 

□広報 □HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 
□ポスター □その他（  ） 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
計画の策定にあたっては、関係団体で構成した委員会とパブリックコメントを実施し、市民の意見を取り入

れ、その趣旨が計画に反映された。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑パブリックコメント 
意見が提出されたが、趣旨は具体の事業内容となっていたことから、参考とさせていただく旨を説明し、計
画には取り入れなかった。 
☑その他（        ） 

関係団体･事業者から意見を聞き、計画に反映させた。 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理

番号 23 事業等名 北広島市犯罪のない安全で安心なまちづ
くり条例の一部改正 部課等名 保健福祉部 福祉課 

事業開始年度 Ｈ24 事業終了年度 Ｈ24 対象事業等の

区分 
第５条（2）市政に関する基本的な方針を定
める条例の制定、改正又は廃止 

 
１ 事業等概要 

北広島市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例の一部を改正して、「犯罪被害者等への支援」の規定を設け

るものです。 
 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 
□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

 
３ 事業等に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 平成 24年 12月頃 
意見提出

期間 
平成 24 年 12 月 15 日～平成 25 年 1 月 15
日 

日数 30日間 日数  31日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数 5件    提出結果  1 件 1 人 
実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

1件の意見が提出されたが、意見の趣旨は他
の条例等で実現されていたため、その旨説明
し、改正案には取り入れなかった。 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 31日
～ 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 広報、HP、出先機関の活用等で、市民にはほぼ周知されたと思う。 
また、1件のご意見もいただき、パブコメの効果はあったものと思う。 

 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理
番号 24 事業名 

公園占用料等の見直しに伴う都市公園

条例の一部改正について 
部課名 建設部都市整備課 

事業開始年度 H24 事業終了年度 H24 対象事業等の

区分 市民参加条例第 5条(2) 

 
１ 事業概要 

 都市公園の占用料及び行為許可使用料については、昭和59年の改正以降見直しがされていなかったことや、
近年の地価水準の下落傾向などを考慮し改正するものである。 
 
 
 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

  市民に広く周知し、意見を求めるため 
□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

 
３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 
意見提出

時期 平成 24年 12月 1日～平成 25年 1月 7日 意見提出

期間 平成 24年 12月 1日～平成 25年 1月 7日 

日数   38日間 日数   38日間 

周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数   2～3件    提出結果  1 件   1人 
実施にあ

たり工夫

すること 

特になし 
 

意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
●案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成 25年 1月 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
  近年の地価などを考慮し、占用料及び使用料について適正な条例改正を行うことができた 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
  1件の意見が提出されたが、使用料の算定内容と合致しなかったため反映させなかった 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成24年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 
整理
番号 25 事業名 北広島市森林整備計画の改訂について 部課名 経済部農政課 

事業開始年度 H25 事業終了年度 H29 対象事業等の

区分 
市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事

項を定める計画の策定又は変更 

 
１ 事業概要 

 平成19 年度に策定した北広島市森林整備計画について、５年ごとに 10 年間の計画を策定することとされ
ている森林法第 10条の５の規定に基づき、新たに平成 25年度を始期とした計画を策定したものです。 
 
２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 
□市民説明会等 

 
☑パブリックコメント 

 森林整備計画は、市の森林整備のマスタープランとしての位置づけであることから地域住民との合意形成が

必要で、森林法で規定されている公告・縦覧の手続きとあわせて広く意見募集を行い計画に意見を反映させる

ことを目的としました。 
 

□アンケート調査 
 
□その他（      ） 

 

 
３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成２５年２月６日(水)～平成２５年３月７
日(木) 

日数  日間 日数  ３０日間 

周知方法 □広報 □HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ
ーナー □ポスター □その他（   ） 周知方法 ☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 
説明会 
場所 

□有 □無 時期  説明会 
場所 

□有 ☑無 時期  
  

想定件数  件    提出結果 ０件  ０人 
実施にあ

たり工夫

すること 

 意見の取

り扱い 

○意見を反映し、案を修正した 
●案は修正しなかった 
○その他（感想、案件以外への意見等） 

結果の公

表 □有 □無 時期  結果の公

表 ☑有 □無 時期 平成２５年３
月８日(金) 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 意見等はなかったため、計画案は原案通りとした。 
 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見等はなかったため、計画案は原案通りとした。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
 

 
６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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